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開会 午前９時５８分  

────────────────────────────────── 

◎開会宣言 

○議長（松政勝君） おはようございます。 

会議に入ります前に申し上げます。 

今会期中は、広報及び報道関係者の写真撮影を許可しておりますので、申し上げておき

ます。 

また、夏季における服装の軽装化が実施されております。議場内においてもネクタイを

着用しないことを許可しておりますので、あわせて申し上げておきます。 

ただいまから、平成２７年第３回別海町議会定例会を開会いたします。 

ただいま出席している議員は、１６名であります。定足数に達しておりますので、直ち

に本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（松政勝君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により議長において指名いたします。 

１３番中村議員、１４番渡議員、１５番佐藤議員、以上３名を指名いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員会報告 

○議長（松政勝君） 日程第２ 議会運営委員長から、委員会の協議概要について報告

があります。 

なお、本件は報告のみであります。 

議会運営委員長。 

○議会運営委員長（西原 浩君） それでは、議会運営委員会から報告をいたします。 

７月２８日・８月２１日・９月１日・３日に開催いたしました議会運営委員会で、本定

例会に係る運営について協議をいたしましたので、その内容について報告いたします。 

本定例会に町長から提出されております案件は、全部で２６件であります。 

提出されました議案は、平成２７年度各会計補正予算が４件、条例の一部改正が３件、

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約などの変更が３件、町道の路線廃止１件、あ

らたに生じた土地の確認及び町の区域の変更１件、工事の請負契約締結が１件、専決処分

した事件の承認が１件、平成２６年度別海町水道事業会計利益の処分が１件、平成２６年

度各会計決算認定が８件、専決処分の報告が１件、平成２６年度決算に基づく町の健全化

判断比率及び資金不足比率の報告１件、平成２６年度別海町下水道事業特別会計継続費精

算報告が１件であります。 

これら提出案件のうち、平成２６年度各会計決算認定第１号から８号までの８件につい

ては一括議題とし、平成２６年度各会計決算審査特別委員会を設置して、慎重な審議をす

べきといたしました。 

なお、特別委員会の構成は佐藤議員、渡議員、瀧川議員、今西議員、松壽議員、外山

議員、小椋議員の７名を選任すべきものと決定しました。 

また、報告第５号から７号までの３件につきましては、報告のみであります。 

次に、会期及び議事日程であります。 
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 本定例会の会期は、９月８日から１１日までの４日間とし、一日目は行政報告や提出案

件の概要説明のあと、提出議案の内容説明・質疑を行うこととしました。 

なお、先議の申出のありました承認第４号専決処分した事件の承認については、一日目

の提出案件の概要説明終了後に質疑・討論・採決までを行います。 

二日目には、一般質問を行い、三日目は休会とし各常任委員会を行います。 

最終日は、町長提出議案の討論・採決を行い、その後、議員提出案件等の内容説明、質

疑、討論、採決を行うこととしました。 

また、本定例会においても各常任委員会開催のため、休会日を１日設け、各常任委員会

での議案審査や所管事務調査などの討議の時間を確保した日程といたしました。 

各常任委員会の運営については、委員長はじめ議員各位の御理解と御協力をお願いいた

します。 

次に、一般質問であります。 

通告を受理しております一般質問は、大内議員、外山議員、木嶋議員、中村議員、小椋

議員、瀧川議員、今西議員の７名で、全員が一問一答方式であります。 

質問の順番は、会議規則等運用規定に基づき、通告順に行うこととしました。 

議員各位、理事者におかれましては、活発な政策議論が行われるとともに、円滑な議会

運営と町民にわかりやすい質問と答弁を心掛けるようお願い申し上げます。 

次に、請願・陳情等についてであります。 

受理いたしました請願・陳情等に係る対応について、慎重に協議をいたしました。 

その結果については、お手元に配付したとおりであります。 

なお、提出された陳情等の写しは、議員控室で閲覧できますので、賛同される議員は議

員発議により提出願います。 

次に、議員・委員会提出案件であります。 

現在、予定されております提出案件は、議員提出案件が３件であります。 

一件目は「林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書」を

沓澤議員から、二件目は「安保法案の今国会での成立にこだわることなく慎重審議を尽く

すことを強く求める意見書」を中村議員から、三件目は「子どもの医療費無料化の制度化

と国庫負担削減の廃止を求める意見書」を瀧川議員から、それぞれ定例会最終日に提案さ

れることになっております。 

また、「反問権」についてですが、議員の質問に対して、論点、争点を明確にするため

のものであり、質問や回答事項を十分精査し、より質の高い議論を展開することが期待さ

れているものであります。町長をはじめ執行機関ならびに議員各位にはその趣旨を十分御

理解いただきますようお願いいたします。 

以上で、議会運営委員会で協議しました内容についての報告を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第３ 会期決定の件 

○議長（松政勝君） 次に、日程第３ 会期決定の件を議題といたします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から９月１１日までの４日間にしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 
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したがって、会期は、本日から９月１１日までの４日間に決定いたしました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第４ 諸般の報告 

○議長（松政勝君） 日程第４ 諸般の報告を行います。 

諸般の報告は、お手元に配付のとおりです。 

────────────────────────────────── 

◎日程第５ 行政報告 

○議長（松政勝君） 日程第５ 行政報告を行います。 

町長。 

○町長（水沼 猛君） おはようございます。 

本日、平成２７年第３回の別海町議会定例会を招集させていただきました。 

議員の皆様におかれましては、時節柄大変お忙しい中ご出席を賜り、まことにありがとう

ございます。 

定例会開会にあたり、行政報告を申し上げます。 

まず、はじめに「産業の動向について」でございます。 

酪農と畜産ですが、町内の生乳生産量は１月から７月末までで２６万９千トン、対前年比

１００％、販売額では２５５億５,０００万円、対前年比１０４．８％で、乳量は前年同期

並み、乳代は前年実績を上回っている状況です。 

牧草の生育状況については、９月１日現在で平年並み、農作業の状況は収穫の始まりが平

年より５日早い状況で、飼料用とうもろこしについても、平年並みの生育状況となっていま

す。 

また、家畜の暑熱被害ですが、７月１日から８月２０日までの町内における乳用牛の日射

病・熱射病については、昨年より８頭多い１２頭で発症し、３頭が死亡、残り９頭は回復し

ております。 

次に、中央への要請行動ですが、８月５日と６日の二日間、国営環境保全型かんがい排水

事業予算の確保に向け、町をはじめ議会、農協、漁協などオール別海町で、農林水産省、国

土交通省及び関係する国会議員に対し要請活動を行ってまいりました。 

各省庁並びに議員の方々からは、「一大酪農生産基地である別海町が、このような取組み

を行っていくことが非常に大切であり、予算の確保に向け努力させていただきたい」など

と、前向きな回答をいただいたところでございます。 

国営環境保全型かんがい排水事業をはじめ、農業農村整備事業の予算確保に向けては、今

後も継続した要請や政策提案を行ってまいります。 

次に、「水産業の状況」でございます。 

野付、別海両漁協における８月末までの漁獲量は、対前年比で１１２％、金額では１８２

％、約４２億５,０００万円の増と、近年にない水揚金額となっておりますが、特にホタテ

貝の輸出需要増大が高価格の要因となっているとのことです。 

また、北海シマエビ漁につきましては、昨年より２トンほど多い２２トンの漁獲で夏漁を

終え、操業後の調査では秋エビ漁についても期待が持てる資源の状況と聞いております。 

本町の主要漁業である秋サケ定置網漁は、９月１日から網が入っておりますが、９月５日

現在の水揚状況は、対前年比、野付漁協が１１２％、別海漁協が９９％と町全体としては昨

年を上回る出だしとなっております。 

気象等による影響など予断を許さない状況にもありますが、今後の本格的な操業に向け、
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来遊状況や価格動向にも期待をしているところでございます。 

次に、商工業と観光についてです。 

国の経済情勢報告によると、全国、また、北海道においても「緩やかに景気が回復しつつ

ある」としております。 

しかし、本町も同様ですが、地方部においては個人消費の落ち込みや原材料のコストアッ

プなどにより、依然として厳しい地域経済状況が続いています。 

このような中、国の「地域消費喚起・生活支援等交付金」を活用した「プレミアム商品

券」の販売は、町民への生活支援はもとより、町内中小企業の活性化につながるものと期待

しているところでございます。 

「プレミアム付商品券」の販売状況につきましては、商工会において２度に分けて販売す

ることとしております。 

１回目は、８月１日から８月３１日までを販売予定期間としておりましたが、８月１４日

に完売となり、販売額は９,０００万円、販売人数は３,１１３人ということでございます。 

なお、２回目は、９月２６日から６,０００万円分の販売を予定しておりますので、こち

らも、多くの町民の皆様に購入いただきたいと考えております。 

また、本年度も昨年度に引き続き、別海町中小企業振興「行動指針」に基づく担い手育成

の一環として、別海高校生徒の大学視察研修を実施いたしました。 

８月に北海道大学など３校の視察に２０名が参加しておりますが、こちらも将来的な中小

企業振興の糧になっていくものと期待をしております。 

観光では、７月末現在における観光客の入込み数が、１１万５,７００人と前年より１,３

００人ほど減少しております。 

この要因としては、エビ祭り当日が非常に寒く、来場者が減少したことが大きく影響した

と考えております。 

しかし、各施設では、道の駅１１％の増、尾岱沼キャンプ場３０％の増と、訪問者数が前

年を上回っていることから、秋の行楽シーズンに向け、観光客入込みには期待を寄せている

ところであります。 

今後も交流人口の増加を目指して、「食観光」を更に推進させるとともに、野付半島に建

設する野鳥観察小屋などを活用した「滞在型観光」についても、より一層のＰＲ活動を行い

ながら、受入体制の整備を図ってまいりたいと考えております。 

また、第１回臨時会で報告いたしました、野付半島の木道復旧につきましては、道で補正

予算が議決され、来年の観光シーズンに間に合うよう復旧工事を実施するとの報告を受けて

いるところでございます。 

次は、「防災について」でございます。 

８月１０日から１１日にかけての記録的短時間大雨により、大雨警報や土砂災害警戒情報

が発令されたことから、土砂災害警戒特別区域の住民４世帯の方々には、避難所への自主避

難を通知しました。 

また、道路の冠水等により、町道の路盤の洗掘、路肩や法面の崩壊など、多数の被害が出

たところです。 

状況としては、道路の被災で町道が１４５ヶ所、農道が５ヶ所の計１５０ヶ所、このほか

にも道路冠水や通行止めが各所で発生し、他にも、土砂流出に伴う水道管損傷により断水が

発生するなどの被害を受けました。 

復旧については、被災路線の多くが集乳やスクールバス路線であること、また、農作業に
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著しく支障を来たすことなどから、早急に復旧する必要があると判断し、一般会計補正予算

第２号として８月１７日付けで専決処分を行ったところでございます。 

この専決処分につきましては、本定例会に承認案件として提出させていただいております

ので、ご理解をいただきますようお願いいたします。 

復旧の状況については、現在、ほぼ全箇所について発注を終え、５割程度が復旧済みとな

り、順調に工事が進んでいるところでございます。 

次に、８月２６日から３０日にかけ、道内各所で陸上自衛隊北部方面総監部等による災害

対処訓練、「ノーザンレスキュー２０１５」が実施されました。 

この訓練は、海溝型地震による大規模地震と津波災害を想定したもので、訓練に参画する

北海道からの参加要請もあり、本町では、８月３０日に海岸地区住民の救出訓練や、農村広

場での自衛隊による炊き出し訓練、また救助用車両や機材の展示と実演などを行いました。 

準備期間の短い中で、町内会を中心とした住民の皆さんの協力をいただいて実施したとこ

ろですが、ヘリコプターによる住民救出など、これまでにない訓練も行われ、大変有意義な

ものとなりました。 

来年度以降につきましても、自衛隊や北海道と連携しながら、計画的に災害対処訓練等を

実施できるよう、調整をしていきたいと考えております。 

次に、「本町におけるテレワーク構想について」でございます。 

テレワーク構想を具体化する事業である、総務省の委託検証事業「ふるさとテレワーク地

域実証事業」につきましては、本町を含むコンソーシアムの提案が採択され、事業を広く町

内外に周知するためのシンポジウム等がこの間に開催されたことは、すでに議員各位に報告

させていただいているところでございます。 

本日中にも総務省との委託契約が整う状況にありますが、すでに日本マイクロソフト社の

社員による滞在型テレワークが、８月からスタートしております。 

８月の取り組みは、マイクロソフト社が独自のテレワーク事業として、総務省の地域実証

事業に先駆けて行ったもので、８月２１日から３０日の間で実施されました。 

社員６人と家族合わせて２２人の方が、旧光進小中学校校舎及び旧教員住宅をサテライト

オフィスや住まいとして活用しながら、本町での生活を体験していただいたところです。 

８月３０日からは、第２回目となる滞在型テレワークも始まっておりますが、総務省との

委託契約後、本格的に始動するほかの地域実証事業も含め、その詳細を機会あるごとに情報

提供してまいりますので、議員の皆様のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。 

次に、「国勢調査について」であります。 

１０月１日を調査基準日として、国勢調査が実施されます。 

国勢調査は、御存知のように日本国内に住む全ての人と世帯を対象とする重要な基幹統計

調査で、国内の人口や世帯の実態を明らかにし、各種施策の基礎資料を得ることを目的とし

た国の最も大規模な統計調査でございます。 

大正９年の第１回調査から５年ごとに実施しており、本年は２０回目の調査となります。 

今回は、新たな取り組みとして、パソコンやスマートフォンからインターネットを利用し

て調査回答ができるようになります。 

本町では、６月に副町長を本部長とする「国勢調査別海町実施本部」を設置しております

が、具体的に用務にあたっていただく調査員や指導員の方々と連携を図り、今後の調査を進

めてまいります。 

次に、「町立別海病院の医師の状況について」です。 
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町立別海病院内科医長、宮西秀二医師が７月３１日をもって退職されました。 

宮西医師は、平成２１年１１月に新ひだか町立静内病院から着任し、別海病院には５年９

カ月間勤務していただいたところでございます。 

この間、外来診療のほか、消化器内科の専門医として内視鏡検査などの検診業務を専門に

行い、町民の医療福祉に御尽力いただいておりましたが、この度、御家族の事情により退職

することとなったものです。 

現在、内科診療は３名の医師で行っていますが、２診体制の維持、検診業務及び当直業務

などに支障をきたしていることから、新たな医師確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

最後に、「総合教育会議について」でございます。 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、首長と教育委員会の連携強

化のため、設置が義務付けされた「総合教育会議」につきまして、８月１０日に私と教育長

を含む教育委員４名が出席の上、第１回の会議を開催いたしました。 

内容といたしましては、法改正による総合教育会議設置に係る趣旨の確認と本年度中に予

定しております「大綱」の策定に向けた方針について、協議をしたところでございます。 

大綱については、本年１１月を目途に町の総合計画及び教育の基本方針に基づいて、策定

に向けた作業をすすめることといたしました。 

総合教育会議は、法に基づく公式な協議機関でありますので、これまで以上に教育委員会

との連携を高め、教育の向上に努めてまいりたいと考えております。 

以上、行政報告とさせていただきます。 

────────────────────────────────── 

◎提出案件の概要説明 

○議長（松政勝君） 日程第６ 提出案件の概要について説明があります。 

副町長。 

○副町長（佐藤次春君） それでは、本定例会に提出いたしました議案等について、その

概要を説明いたします。 

なお、提案理由につきましては、議案等が上程された際に詳細を説明いたしますので、

私からは概略の説明とさせていただきます。 

提出いたしました案件は議案が１４件、承認が１件、認定が８件、報告が３件でござい

ます。 

まず、議案第７２号は一般会計、議案第７３号から議案第７５号までの３件について

は、下水道事業特別会計、介護保険特別会計及び水道事業会計の平成２７年度補正予算で

ございます。 

一般会計で１億６３０万円、下水道事業特別会計で９０万円、介護保険特別会計で２,

４９０万円、水道事業会計で１,６２０万５,０００円を、それぞれ増額補正するものでご

ざいます。 

議案第７６号は別海町個人情報保護条例の一部改正です。 

行政手続における特定の個人を識別するための、番号の利用等に関する法律が平成２５

年５月３１日に制定され、同法に基づく社会保障税番号制度が段階的に施行されていま

す。法律の施行に伴い法律の趣旨を踏まえて、一部改正を行うものです。 

また、議案第７７号は別海町手数料条例の一部改正ですが、本案につきましても、同法

の施行に伴い、個人番号通知カード及び個人番号カードが交付され、現在交付中の住民基
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本台帳カードが廃止されることに伴って、関係する手数料について改正しようとするもの

です。 

次に、議案第７８号は別海町を牧柵等管理施設の設置および管理に関する条例の一部改

正です。 

防衛省移転措置事業による農場移転に際し、育成牛等一時管理施設の財産処分するため

に一部改正を行うものです。 

議案第７９号の北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更、議案第８０号の北

海道市町村総合事務組合規約の変更及び議案第８１号の北海道市町村職員退職手当組合規

約の変更については、いずれも組合の構成団体に増減が生じることなどの理由で、それぞ

れの組合から規約変更の協議があったものです。 

議案第８２号の町道の路線廃止については、事業の実施に伴い３路線を廃止するもので

す。 

議案第８３号はあらたに生じた土地の確認及び町の区域の変更についてでございます。 

床丹漁港改修工事の公有水面埋め立てに伴い、あらたに生じた土地を地方自治法第９条

の５の規定により確認し、同法第２６０条の規定により町の区域に編入するため、議会の

議決を求めるものです。 

議案第８４号の工事請負契約の締結については、８月２４日に入札を行った工事のう

ち、予定価格が５,０００万円を超えるものについて、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

議案第８５号の平成２６年度別海町水道事業会計利益の処分については、地方公営企業

会計制度の変更によって生じた利益剰余金を自己資本金へ組み入れるため、議会の議決を

求めるものです。 

次に、承認第４号は専決処分した事件の承認について。 

先月１０日から１１日までにかけての大雨に伴う災害復旧事業について、早急に対応す

る必要があったため、補正予算の専決処分を行ったことから報告し、承認を求めるもので

ございます。 

認定第１号から認定第８号までの８件は、平成２６年度各会計決算の認定についてで、

各会計の決算に監査委員の意見を付けて、議会の認定に付するものです。 

報告第５号の専決処分の報告については、工事請負契約の一部を変更する必要が生じ、

専決処分を行ったことから、その内容について報告をするものです。 

報告第６号は平成２６年度決算に基づく別海町健全化判断比率及び資金不足比率につい

てでございます。 

本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、監査委員の意見をつけて

報告をするものです。 

最後に、報告第７号は平成２６年度別海町下水道事業特別会計継続費精算報告について

です。 

特定環境保全公共下水道事業に関して、設定していた継続費が平成２６年度をもって終

了いたしましたので、この精算状況について報告するものです。 

以上で、提出しました議案の概要説明とさせていただきます。 

御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 

 

────────────────────────────────── 
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◎委員会付託省略の議決 

○議長（松政勝君） ここでお諮りします。 

本定例会に提出されております日程第７ 承認第４号から日程第２１ 議案第８５号ま

での１５件については、会議規則第３９条第３項の規定に基づき、委員会の付託は省略し

たいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、日程第７ 承認第４号から日程第２１ 議案第８５号までの１５件につい

ては、委員会の付託は省略することに決定いたしました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第７ 承認第４号 

○議長（松政勝君） 日程第７ 承認第４号専決処分した事件の承認について、平成２

７年度別海町一般会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

財政課長。 

○財政課長（阿部美幸君） 承認第４号の内容について御説明いたします。 

議案の２２ページをお開きください。 

専決処分した事件の承認についてです。 

このたびの専決処分につきましては、８月１０日から１１日にかけての大雨により、町

道などに被害が発生したところです。被害の復旧に当たっては、長期間の通行どめ規制に

よって生活や農作業等に支障を来し、その後の降雨等によっては被害拡大の恐れもあるこ

とから、早急な復旧工事が必要でありましたので、復旧工事費について８月１７日付けで

予算補正を行いましたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決

処分したので報告し承認を求めるものです。 

専決処分書を朗読いたします。 

専決処分書。 

平成２７年度別海町一般会計補正予算（第２号）について、地方自治法第１７９条第１

項の規定により別冊のとおり専決処分する。 

平成２７年８月１７日、別海町長水沼猛。 

補正の内容につきましては、別冊にて御説明いたします。 

承認第４号、別冊、別海町一般会計補正予算書、１ページをお開きください。 

平成２７年度別海町一般会計補正予算（第２号）。 

平成２７年度別海町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の補正。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５,０１０万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１６７億４,４６０万円とする。 

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

２ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算補正。 

歳入で、補正額の欄で申し上げます。 
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１８款繰入金、１項で５,０１０万円の増。 

歳入合計で５,０１０万円を増額し、歳入予算の総額を１６７億４,４６０万円とするも

のです。 

次に、歳出です。 

１１款災害復旧費、１項、２項、４項合わせまして５,０１０万円の増。 

歳出合計で５,０１０万円を増額し、歳出予算の総額を１６７億４,４６０万円とするも

のです。 

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の内容について御説明いたしますが、１の総括は

省略し、２の歳入から御説明させていただきます。 

５ページをお開きください。 

２、歳入です。目の欄で御説明いたします。 

１８款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金５,０１０万円の増は、今回の補正に伴う

財源として財政調整基金から繰り入れを行うものです。 

次に、７ページをお開きください。 

３、歳出です。 

１１款災害復旧費、１項１目道路橋梁災害復旧費４,７００万円の増は、町道被災箇所

１４５カ所に係る災害復旧工事費の追加です。 

２項１目農業用施設災害復旧費２００万円の増は、農道被災箇所５カ所に係る災害復旧

工事費の追加です。 

４項１目公園施設災害復旧費１１０万円の増は、憩いの森及び７公園に係る災害復旧工

事費の追加となります。 

いずれも大雨の被害によるものです。 

９月７日現在の復旧工事の進捗状況ですが、町道８８カ所、農道３カ所が復旧済みで、

復旧率は６１％となっております。 

公園につきましては、既に復旧工事が完了しております。 

以上で、専決処分した補正第２号、承認第４号の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 承認第４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

これから、討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） これで討論を終わります。 

これから、採決いたします。 

本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第４号は原案のとおり承認することに決定されました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第７２号 

○議長（松政勝君） 日程第８ 議案第７２号平成２７年度別海町一般会計補正予算
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（第３号）を議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

財政課長。 

○財政課長（阿部美幸君） 議案第７２号の内容を御説明いたします。 

別冊の別海町一般会計補正予算書の１ページをお開きください。 

平成２７年度別海町一般会計補正予算（第３号）。 

平成２７年度別海町一般会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の補正。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億６３０万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１６８億５,０９０万円とする。 

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

第２条、債務負担行為の補正。 

債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

第３条、地方債の補正。 

地方債の変更・廃止は、「第３表 地方債補正」による。 

２ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算補正で、歳入で、補正額の欄で申し上げます。 

９款地方特例交付金、１項で５３万２,０００円の減。 

１０款地方交付税、１項で４億４,５３０万１,０００円の増。 

１４款国庫支出金、１項で３,５６５万４,０００円の増。 

１５款道支出金、１項と２項で２,７５２万６,０００円の増。 

１７款寄附金、１項で１０万円の増。 

１８款繰入金、１項で４億６,２００万円の減。 

１９款繰越金、１項で２,４８１万３,０００円の増。 

２０款諸収入、４項と５項で２,４５６万１,０００円の増。 

２１款町債、１項で１,０８７万７,０００円の増。 

歳入合計で１億６３０万円を増額し、歳入予算の総額を１６８億５,０９０万円とする

ものです。 

次に３ページ。 

歳出で２款総務費、１項、４項、６項合わせまして２,２０６万４,０００円の増。 

３款民生費、１項と２項で６,７８０万円の増。 

４款衛生費、１項で３７０万９,０００円の増。 

６款農林水産業費、１項で７９万４,０００円の増。 

７款商工費、１項で８７５万４,０００円の増。 

８款土木費、２項と３項で１２９万４,０００円の増。 

１０款教育費、５項で１８８万５,０００円の増。 

歳出合計で１億６３０万円を増額し、歳出予算の総額を１６８億５,０９０万円とする

ものです。 

４ページをお開きください。 

第２表、債務負担行為補正です。 

今回の補正は、追加２件となります。 
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１件目、防衛施設周辺障害防止事業は矢臼別演習場土砂流出対策工事とモニタリング業

務で、期間は平成２８年度、限度額は５,７６９万８,０００円。 

次に、根室中部３号主要幹線改良舗装工事で、期間は平成２８年度、限度額を１億３,

７２０万円とするものです。 

次に、第３表、地方債補正です。 

今回の補正は、変更と廃止をするもので、変更は１３件となります。 

南１号地区基幹農道整備事業から上春別５６線地区農道整備事業までの１１事業につき

ましては、いずれも道営農道整備事業に係る増減で、事業費の精査によるものです。 

事業ごとの増減額については省略させていただきますが、１１事業で限度額を１６０万

円減額し、補正後の限度額を合計で１億３,９４０万円とするものです。 

次に、西春別スケートリンク整備事業はスポーツ振興くじ助成金の交付決定などで、限

度額を１,３６０万円減額し、補正後の限度額を９,８５０万円とするものです。 

下段、臨時財政対策債は額の確定により、限度額を３,３１７万７,０００円増額し、補

正後の限度額を５億２,３１７万７,０００円とするものです。 

起債の方法、利率、償還の方法については変更がありませんので、説明を省略させてい

ただきます。 

次に廃止ですが、奥行地区文化財保存整備事業、限度額は７１０万円ですが、起債対象

外の事業となったことから廃止するものです。 

合計では、補正前の限度額１５億７,９００万円に１,０８７万７,０００円を増額し、

補正後の限度額を１５億８,９８７万７,０００円とするものです。 

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の内容について御説明いたしますが、１の総括は

省略し、２の歳入から御説明させていただきます。 

７ページをお開きください。 

２、歳入です。目の欄で御説明いたします。 

９款地方特例交付金、１項１目地方特例交付金５３万２,０００円の減は、交付額確定

による減です。 

１０款地方交付税、１項１目地方交付税で４億４,５３０万１,０００円の増は、普通交

付税の交付額確定による増です。 

８ページをお開きください。 

１４款国庫支出金、１項２目民生費国庫負担金で３,４６３万４,０００円の増は、認定

こども園に係る施設型給付費負担金の増が主なものです。 

３目衛生費国庫負担金１０２万円の増は、未熟児養育医療費負担金です。 

次に９ページ。 

１５款道支出金、１項１目民生費負担金１,７３１万７,０００円の増は、認定こども園

に係る施設型給付費負担金の増が主なものです。 

２目衛生費負担金８５万円の増は、未熟児養育費医療費負担金です。 

２項１目総務費補助金２０万円の増は、北海道消費者行政活性化事業補助金です。 

２目民生費補助金２０５万６,０００円の減は、認定こども園に係る施設型給付費補助

金の減が主なものです。 

３目衛生費補助金１,１０１万円の増は、エゾシカ被害対策に係る鳥獣被害防止緊急捕

獲等対策事業交付金です。 

５目商工費補助金２０万５,０００円の増は、本目新設で北海道消費者行政活性化事業



─ 16 ─

補助金です。 

１０ページをお開きください。 

１７款寄附金、１項３目教育費寄附金１０万円の増は、本目新設で中央公民館改築のた

めの特定寄附金です。生涯学習振興基金へ積み立て予定です。 

１８款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金は４億６,２３０万円の減で、今回の補正

後の財政調整基金繰入予算額は８億３,０３０万円となり、予算上の基金残高は２１億１,

４７０万６,０００円となります。 

次に、１４目水沼徳一郎基金繰入金３０万円の増は、本目新設で水沼徳一郎基金奨励金

交付事業に充当するものです。 

次に１１ページ。 

１９款繰越金、１項１目繰越金２,４８１万３,０００円の増は、前年度決算額確定によ

り増するものです。 

２０款諸収入、４項２目農林水産業費受託事業収入１０万２,０００円の増は、道営農

道整備事業に係る監督等受託事業収入です。 

５項１目雑入２,４４５万９,０００円の増は、スポーツ振興くじ助成金の増が主なもの

です。 

１２ページをお開きください。 

２１款町債、１項３目農林水産業債１６０万円の減は、事業費の精査により道営農道整

備事業債を減するものです。 

５目教育債２,０７０万円の減は、西春別スケートリンク整備事業に係る体育施設等整

備事業債の減が主なものです。 

７目臨時財政対策債３,３１７万７,０００円の増は、額の確定によるものです。 

以上が、歳入となります。 

次に、歳出で１３ページをお開きください。 

３、歳出です。こちらも目の欄で御説明いたします。 

２款総務費、１項５目財産管理費で２５１万６,０００円の増は、現在故障中の本庁舎

前温度計の補修が主なものです。 

下段、１４目電子計算管理費２,２９１万８,０００円の増は、大型レーザープリンター

を購入する庁舎内ネットワーク整備事業の増。１４ページに続きますが、中段、セキュリ

ティー強化に係る北海道自治体情報システム協議会への負担金の増が主なものです。 

１６目諸費２０万円の増は、消費者協会への補助金です。 

４項２目知事及び道議会議員選挙費１０３万７,０００円の減は、知事及び道議会議員

選挙経費の執行残を減するものです。 

次に１５ページ下段。 

３目町長及び町議会議員選挙費２６５万４,０００円の減は、１７ページと上段まで続

きますが、町長及び町議会選挙経費の執行残を減するものです。 

６項１目監査委員費１２万１,０００円の増は、監査運営経費を増するものです。 

１８ページをお開きください。 

３款民生費、１項２目老人福祉費８４６万３,０００円の増は、既存グループホームの

建設費償還に対する補助金の追加、介護保険特別会計への繰出金の増が主なものです。 

２項１目児童福祉総務費５,９３３万７,０００円の増は、認定こども園施設型給付費負

担金の増するものです。 



─ 17 ─

２０ページをお開きください。 

４款衛生費、１項３目環境衛生費３０万９,０００円の増は、エゾシカ被害対策事業は

事業費精査により減となりますが、別海霊園の修理などにより墓地管理事業経費が増とな

るものです。 

下段、１１目養育医療費３４０万円の増は、未熟児養育医療費扶助費を増するもので

す。 

２２ページをお開きください。 

６款農林水産業費、１項２目農業総務費１５６万２,０００円の増は、新たな担い手の

発掘、確保を目的とした担い手プロジェクト事業経費を増するものです。 

４目畜産業費１３０万円の増は、移転農家に係る育成牛等一時管理施設を解体撤去する

ものです。 

７目農道整備事業費２０６万８,０００円の減は、事業費精査により道営農道整備事業

負担金を減するものです。 

次に２３ページ。 

７款商工費、１項１目商工業振興費２０万５,０００円の増は、消費生活関連経費を増

額するものです。 

２目観光費８５４万９,０００円の増は、野付半島仮散策路を解体撤去するものです。 

２４ページをお開きください。 

８款土木費、２項１目道路橋梁総務費４２万５,０００円の増は、土地購入費を増する

ものです。 

３項１目下水道費８６万９,０００円の増は、下水道事業特別会計の繰出金を増するも

のです。 

次に２５ページ。 

１０款教育費、５項５目中央公民館費１７２万８,０００円の増は、受水設備の補修を

行うものです。 

７目西公民館費１５万７,０００円の増は、公用車の廃車に伴い、新たに普通乗用車を

１台リースするものです。 

以上で、議案第７２号一般会計補正予算の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第７２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

４番木嶋議員。 

○４番（木嶋悦寛君） 歳出のほうのですね、１８ページ、目２老人福祉費の中に市民後

見人養成事業というのがあると思うのですが、こちらのですね、委託事業となっています

ので委託先をどういうところを考えているのか。 

そして、講座の内容ですとかボリュームを簡単で結構ですので、お知らせいただけたら

と思います。 

○議長（松政勝君） はい、介護支援課長。 

○介護支援課長（今野健一君） 質問にお答えいたします。 

市民後見人養成事業の委託先につきましては、一応、東京大学政策ビジョン研究セン

ター、こちらのほうに委託を予定しております。 

それからカリキュラムにつきましては、市民後見人養成研修カリキュラム、こちらは東
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大のほうで作成していただいているものなのですが、まず５０時間の研修を予定しており

ます。 

そのうち基礎研修、専任講師による研修につきましては、講義２４時間というふうに

なっております。 

二つ目の実務研修につきましては、各自治体による座学ですね、それからの実習、レ

ポート作成ということで、２６時間予定をしております。 

中身につきましては、市民後見概論ですとか成年後見制度概論、それから任意後見制

度、任意後見の事例と課題ですとか、それぞれ専門的なものになっております。 

以上です。 

○議長（松政勝君） ４番木嶋議員。 

○４番（木嶋悦寛君） かなりボリュームも大きいもので、専門的な研修になると思うの

ですが、そもそも市民後見の制度、成年後見制度もそうなのですけれど、そうしたことが

住民の方たちに、きちんと周知がなされているのかどうかということが非常に重要なのか

なと思いますし、そこで必要になってくる市民後見制度だと思うのですね。 

それで、そちらのほうが十分周知されているということでこうした研修制度も、もちろ

ん必要な部分ではありますので、早急に進めたほうがいいと思うのですが、住民の人たち

のそういう意識ですとか、周知がどの程度熟成しているのかということと、後はそれを、

もし、この研修等を機会にですね、そういうことを深めたいということであれば、そのあ

たりの、ちょっと考え方をお知らせいただきたいと思います。 

○議長（松政勝君） 介護支援課長。 

○介護支援課長（今野健一君） お答えいたします。 

住民への周知につきましては、まだ完全ということにはなっておりませんけれども、こ

れを機にですね、町民の皆さんにこういう制度がありますということで、ぜひ、こういう

活動にですね、かかわっていただきたいということと一緒にですね、取り組んでいきたい

というふうに思っております。 

なお、地域包括支援センターを中心にですね、こういう制度につきましては、年に一度

程度ですね、関係者も含めてなのですけれども、こういう研修会ですとかも開催している

ところです。 

それから、今回の研修に先立ちましてですね、一応前もって、事前にですね、啓発セミ

ナーというものを予定しております。 

これから町民の皆様のほうにですね、チラシ等でですね、周知をしていきたいというふ

うに考えております。 

以上です。 

○議長（松政勝君） 木嶋議員、よろしいですか。 

ほかに御質問ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

ここで１０分間休憩いたします。 

午前１１時０３分 休憩 

────────────── 

午前１１時１２分 再開 

○議長（松政勝君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 
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────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第７３号 

○議長（松政勝君） 次に、日程第７ 議案第７３号平成２７年度別海町下水道事業特

別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

上下水道課長。 

○上下水道課長（小島 実君） 議案第７３号の内容説明をいたします。 

別冊の平成２７年度別海町下水道事業特別会計補正予算書の１ページをお開きくださ

い。 

平成２７年度別海町下水道事業特別会計補正予算（第１号）。 

平成２７年度別海町下水道事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

第１条、歳入歳出予算の補正。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ６億７,３６０万円とする。 

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

２ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算補正の歳入です。補正額の欄で説明させていただきます。 

初めに、歳入です。 

４款繰入金、１項で８６万９,０００円の増。 

５款繰越金、１項で３万１,０００円の増。 

歳入合計で９０万円を増額し、歳入予算の総額を６億７,３６０万円とするものです。 

次に、歳出です。 

２款下水道施設費、１項で４５万円の増。 

３款集落排水施設費、２項で４５万円の増。 

歳出合計で９０万円を増額し、歳出予算の総額を６億７,３６０万円とするものです。 

続きまして、歳入歳出予算補正事項別明細書ですが、１の総括は省略させていただき、

歳入から御説明いたします。 

５ページをお開きください。 

２、歳入です。目の欄の補正額で説明させていただきます。 

４款繰入金、１項１目繰入金８６万９,０００円の増は、歳出予算の増額に伴う一般会

計からの繰入金の増額です。 

５款繰越金、１項１目繰越金３万１,０００円の増は、前年度繰越額の確定による増額

です。 

次に、歳出について御説明いたします。 

７ページをお開きください。 

３、歳出です。 

２款下水道施設費、１項１目処理場費４５万円の増は、別海終末処理場の非常用発電機

のバッテリーが、経年劣化により蓄電能力が低下したため交換するものです。 

３款集落排水施設費、２項１目処理場費４５万円の増は、尾岱沼漁業集落排水処理施設

の非常用発電機のバッテリーが経年劣化により、蓄電能力が低下しため交換するもので
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す。 

以上で、議案第７３号の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第７３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第７４号 

○議長（松政勝君） 日程第１０ 議案第７４号平成２７年度別海町介護保険特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

介護支援課長。 

○介護支援課長（今野健一君） 議案第７４号の内容説明をいたします。 

別冊の平成２７年度別海町介護保険特別会計補正予算書の１ページをお開きください。 

平成２７年度別海町介護保険特別会計補正予算（第１号）。 

平成２７年度別海町介護保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

第１条、歳入歳出予算の補正。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,４９０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１１億３,１９０万円とする。 

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

次に、３ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算補正です。 

まず、歳入です。補正額の欄で申し上げます。 

３款国庫支出金、２項で６万円の減。 

４款支払基金交付金、１項で５２万５,０００円の増。 

５款道支出金、１項で４５万２,０００円の増。 

７款繰入金、１項で２１９万６,０００円の増。 

８款繰越金、１項で２,１７８万７,０００円の増。 

歳入合計で２,４９０万円を増額し、補正後の予算額を１１億３,１９０万円とするもの

です。 

４ページをお開きください。 

歳出です。 

４款基金積立金、１項で１,６２７万１,０００円の増。 

５款諸支出金、１項で８６２万９,０００円の増。 

歳出合計で２,４９０万円を増額し、補正後の予算額を１１億３,１９０万円とするもの

です。 

次に、歳入歳出予算補正事項別明細書ですが、１の総括については説明を省略し、７

ページの歳入から説明いたします。 

２の歳入です。 
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款項の金額につきましては省略し、目の金額で説明いたします。 

３款国庫支出金、２項１目調整交付金６万円の減。平成２７年度普通調整交付金の交付

額決定による減額です。 

４款支払基金交付金、１項２目介護予防事業交付金５２万５,０００円の増。平成２６

年度介護予防事業費の確定による追加交付です。 

５款道支出金、１項１目介護給付費負担金４５万２,０００円の増。平成２６年度介護

給付費の確定による追加交付です。 

８ページをお開きください。 

７款繰入金、１項１目一般会計繰入金２１９万６,０００円の増。平成２７年度低所得

者保険料軽減負担金の交付に伴う一般会計繰入金の増額です。 

８款繰越金、１項１目繰越金２,１７８万７,０００円の増。平成２６年度決算額確定に

伴う剰余金の処分によるものです。 

次に９ページをお開きください。 

３歳出です。 

４款基金積立金、１項１目基金積立金１,６２７万１,０００円の増。平成２７年度積み

立て見込み額の増額です。 

５款諸支出金、１項２目償還金８６２万９,０００円の増。平成２６年度介護給付費及

び地域支援事業費の確定による国、道支払い基金への返還金です。 

以上で、議案第７４号の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第７４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第７０号 

○議長（松政勝君） 日程第１１ 議案第７０号平成２７年度別海町水道事業会計補正

予算（第１号）を議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

上下水道課長。 

○上下水道課長（小島 実君） 議案第７５号の内容説明をいたします。 

別冊の平成２７年度別海町水道事業会計補正予算書の１ページをお開きください。 

平成２７年度別海町水道事業会計補正予算（第１号）。 

第１条、総則。 

平成２７年度別海町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

第２条、収益的収入及び支出。 

予算書第３条の収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。 

支出です。 

１款水道事業費用は、２項で１２９万６,０００円の減額し、７億５,６１７万６,００

０円とするものです。 

第３条、資本的収入及び支出。 

予算第４条の資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。資本的収入額が資本的支出
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額に対して不足する額７億１,４８２万円は、減債積立金、１億４,０６３万３,０００

円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４,１０５万６,０００円、過年度分

損益勘定留保資金５億３,３１３万１,０００円で補てんするものとする。 

支出です。 

１款資本的支出、１項で１,７５０万１,０００円を増額し、７億５,９４０万円とする

ものです。 

２ページの平成２７年度別海町水道事業会計補正予算実施計画の説明は省略させていた

だきます。 

７ページをお開きください。 

平成２７年度別海町水道事業会計補正予算実施計画説明書です。ただいま款項について

説明いたしましたので、目で説明させていただきます。 

収益的収入及び支出の支出です。 

１款水道事業費用、２項３目消費税及び地方消費税１２９万６,０００円の減は、建設

改良費の増額に伴う消費税及び地方消費税の納税額の減額です。 

次に資本的収入及び支出の支出です。 

１款資本的支出、１項２目施設費１,７５０万１,０００円の増は、去る８月１０日から

１１日にかけての集中豪雨により農地の一部が洗掘され、水道管が露出したことにより損

傷事故が起こり、断水が発生しました。現在は応急復旧済みでありますが、今後も同じ箇

所で同様の事故が発生することが予想されますので、恒久的な対策としてルートを変更す

る改修工事の経費を増額するものです。 

戻りまして、３ページをお開きください。 

平成２７年度別海町水道事業会計補正予算予定キャッシュ・フロー計算書です。現金の流

れを示した表になります。 

下から３行目をごらんください。 

資金増加額の見込みです。２億８,２９７万１,０００円の減額となり、資金期末残高で

２６億８,７４５万２,０００円となる予定です。 

資金の減少の要因としましては、国営事業との共同事業負担金や水道管移設等の改修、

建設改良費が主なものです。 

次に４ページ、平成２７年度別海町水道事業予定損益計算書です。 

下から４行目をごらんください。 

当年度純利益の見込みです。２億２,１１４万８,０００円となる予定です。 

５ページの、平成２７年度別海町水道事業予定貸借対照表につきましては説明を省略さ

せていただきます。 

以上で、議案第７５号の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第７５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第７６号 

○議長（松政勝君） 日程第１２ 議案第７６号別海町個人情報保護条例の一部を改正
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する条例の制定についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

総務部次長。 

○総務部次長（佐藤 告君） 議案第７６号別海町個人情報保護条例の一部を改正する条

例の制定についての内容説明をいたします。 

議案は５ページ、議案資料は１ページをお開きください。 

公平公正な社会を実現するための社会基盤を構築し、国民の利便性を高め、行政を効率

化するための行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、

いわゆる番号利用法が平成２５年５月３１日に制定され、同法に基づく社会保障税番号制

度が段階的に施行されています。 

また、本年１０月には住民票を有する全ての個人に個人番号、マイナンバーが通知され

ることとなりました。 

番号利用法では、マイナンバーをその内容に含む個人情報を特定個人情報としており、

高度な個人識別機能を有する特定個人情報に対して、通常の個人情報と比べて、さらに厳

格な保護措置を講ずることとしています。 

このようなことから、番号利用法第３１条では、地方公共団体に対し、国等が講ずるこ

ととされている保護措置を踏まえ、特定個人情報の適切な取り扱いが確保され、また、特

定個人情報の開示等を実施するために必要な措置を講ずるものと規定しています。 

本町でも、特定個人情報を扱う各種事務を適切に執行するため、現在の個人情報の適正

な取り扱い、権利、利益の保護等を定めた別海町個人情報保護条例について、番号利用法

や番号利用法の規定により読みかえて適用される、行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律等の趣旨を踏まえた所要の改正を行おうとするものです。 

それでは、議案本文の朗読は省略し、議案資料により説明します。 

議案資料は、１ページから１１ページまでが条例の一部を改正する新旧対照表です。 

表の右側が改正前、左側が改正後となります。 

次に、１２ページをお開きください。 

条例制定の資料となりますが、この資料によりに改正した条例の要旨説明をいたしま

す。表は左から番号、改正条項、改正項目、最後に改正内容及び関係する法律条文等を記

載しています。 

初めに、番号１、第２条。この第２条では、この条例で使用する用語の定義を定めてい

ます。 

初めに、第１号です。本条例の改正前における個人情報の定義で、生存する個人と規定

していますが、死亡者に関する情報であっても、当該情報が遺族等の生存する個人に関す

る情報である場合は、生存する個人を本人とする情報として、個人情報に当たることにな

ります。わかりやすく規定するために生存するという言葉を削除するものです。 

また、改正前の条例では、法人等の役員情報を個人情報から除外していますが、番号利

用法上の特定個人情報になることから、個人情報同様の適正な取り扱いを確保し、保護し

なければならないため、除外規定を外すものです。 

次に、第６号、特定個人情報の定義です。特定個人情報は番号利用法が定義する特定個

人情報に該当するものとし、個人番号マイナンバーをその内容に含む個人情報としていま

す。 

次に第７号では、情報提供等記録を定義しています。情報提供ネットワークシステムが



─ 24 ─

開始され、特定個人情報の提供をするときに、情報照会者及び情報提供者に対して保存が

義務づけられている記録事項で、だれとだれとの間でどのような情報が提供されたのかを

記録するものです。 

第８号では、保有特定個人情報について定義をしています。特定個人情報のうち、本町

が保有しているものを言います。 

次は、番号２、第７条、収集の制限です。 

第１号では、この条における個人情報の定義から特定個人情報を除外するものです。特

定個人情報の収集は番号利用法第１９条の提供の制限、２０条の収集、保管の制限の適用

を受けますが、第７条では、特定個人情報を含まない個人情報の収集制限について規定し

ています。 

特定個人情報を含まない個人情報の収集については、本人から収集することとしていま

すが、法令または条例の規定に基づくなど本人以外から収集する場合の条件を第３項で規

定していますが、次の６号から８号を追加するものです。 

一つ目の第６号は、訴訟のように改定と争っている場合は、相手の市長等は裁判所を通

じて収集する必要が考えられるなど、本人から収集したのでは、事務が公正、正確に行わ

れないなど、事務の目的を達成し得ない場合が想定されるため設けた規定です。 

二つ目の第７号は、この後の第８条で、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律で規定されている目的外利用、または提供の除外規定を新たに追加することにより収集

側の実施機関にも当該規定を追加することに伴い設けた規定です。 

三つ目の第８号は、収集する相手が公の機関であることを考慮して設けたものではあり

ますが、たとえ相手が公の機関であっても、個人情報の取り扱いには十分配慮すべきとい

うのが本号の主旨となります。 

次は、番号３、第７条の２、特定個人情報の収集等の制限です。特定個人情報の収集等

の制限については、番号利用法２０条の規定が直接適用されますが、わかりやすさを重視

し、確認的規定として条例に設けるものです。 

次は、番号４、第８条利用及び提供の制限です。第８条第１項では、この条における個

人情報の定義から、特定個人情報を除外します。 

１３ページをお開きください。 

さらに、同項に特定個人情報を除いた個人情報の目的外利用及び提供について、行政機

関の保有する個人情報の保護に関する法律で規定している、次の４号から６号までを追加

するものです。 

次の番号５及び番号６は、第８条で除外した特定個人情報の利用及び提供の制限を規定

するものです。 

番号５、８条の２では、特定個人情報の目的外使用は例外として、個人の生命、身体ま

たは財産の保護のため、緊急に必要がある場合と規定します。 

番号６、第８条の３では、特定個人情報の提供の制限については、番号利用法第１９条

の規定が直接適用されますが、わかりやすさを重視し、確認的規定として設けるもので

す。 

次の番号７、第９条及び番号８、第１０条では、各条における個人情報の定義から、特

定個人情報を除外するものです。 

番号９、第１４条は自己に関する個人情報の開示の請求です。特定個人情報は番号利用

法により法定代理人のほか、本人の委任により代理人となった者による開示請求等が認め
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られていることに伴い改正をするものです。 

番号１０、第１５号と番号１４、第３８条は、第１４条で代理人の定義を定めたことに

よる、文言の修正です。 

次は、１４ページです。 

番号１１、第１８条、開示をしないことができる個人情報です。開示請求者には代理人

も含まれるため、本条で規定する開示請求者を当該個人情報の本人に限定するものです。 

番号１２、第２６条の２は、番号利用法第３０条の規定により、情報提供等記録を訂正

した場合は、総務大臣及び情報照会者、または情報提供者に通知することとしているた

め、条例に規定するものです。 

番号１３、第２７条、自己に関する個人情報の利用停止の請求です。情報提供等記録は

番号利用法により、利用停止請求が認められないことに伴う改正です。 

次の第１号から第２号は、情報提供記録を除く個人情報の利用停止、廃棄、消去、提供

の停止を求めたもので、第１号では、今回の条例改正で制定しようとする第７条の２の規

定で違反して収集されたもの。 

第８条の２で違反して利用されているとき、または番号利用法第２０条の規定に反して

収集、保管されているとき、番号利用法第２８条の規定に違反して作成された個人情報

ファイルに、記録されているときは個人情報の利用の停止、廃棄、消去ができることを追

加するものです。 

第２号では、今回の条例改正で制定しようとする第８条の３の規定で違反して提供され

ているときは個人情報の提供の停止ができることを追加するものです。 

番号１５、第４２条、他の制度との調整です。この条における個人情報の定義から特定

個人情報を除外します。 

最後に、番号１６附則です。番号利用法では、条項により施行日が異なります。 

番号利用法により個人番号が付番開始の平成２７年１０月５日を本条例の改正の施行日

とします。 

また、情報提供等記録に関する規定は、番号利用法附則第１条第５号に規定している地

方公共団体と他の行政機関の間で情報提供ネットワークを利用した特定個人情報の利用が

開始となる日から施行しようとするものです。 

以上で、議案第７６号の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第７６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

１３番中村議員。 

○１３番（中村忠士君） これは法律が変わったから、それに伴って条例を変えるという

内容であるということは承知しているのですが、一点ですね。特定個人情報とそれから一

般的な個人情報を分離して、それぞれ扱うということになっていますけれども、法律その

ものもそうなので、それに伴っての条例改正ということなのだと思いますが、条例の８条

でですね、「実施機関は個人情報取扱事務の目的以外に個人情報、特定個人情報除くを当

該実施機関内において利用し、または当該実施機関以外のものへ提供してはならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない」ということで、例外規定を

ここに設けているわけですね。 

１から７まであるわけですが、その中で、「７号に前各号に掲げるもののほか、別海町
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個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他、相当の理由があると実施

機関が認めるとき」というふうになっています。 

この規定から事実上ですね、特定個人情報が除外されるわけですね。特定個人情報につ

いてのいろいろな制限については、次の条項でいろいろ述べられているわけですけれど

も、外れるということは間違いないということであります。 

相当の理由があると実施機関が認めるときという除外条項があって、ただしですね、そ

の際、個人情報保護審査会の意見を聞いた上でとなっているわけですね。一般的な個人情

報についてはこういうふうに審査会にかかるという、審査会の意見を聞いてというふうに

なるけれども、特定個人情報については、今申し上げたように、この規定から外れるわけ

ですね。 

本当に特定個人情報がですね、保護されるのかどうかということが、非常に疑問として

出てくるのですけれども、それについてどういう認識になっているかお答えいただきたい

と思います。 

○議長（松政勝君） 総務部次長。 

○総務部次長（佐藤 告君） ただいまの御質問にお答えします。 

特定個人情報については、番号利用法によりその運用が規定されていますので、そちら

のほうで情報が守られるということなります。 

以上でございます。 

○議長（松政勝君） １３番中村議員。 

○１３番（中村忠士君） 確かに法律でさまざまな規定が行われています。それに基づい

て条例でも利用の制限であるとか、あるいは提供の制限ということで条例上、規定をされ

ているのだけれども、国会議員の論議の中でも、いろいろな問題が指摘をされています。 

特定個人情報の利用や提供についての制限はあるのだけれども、総体的に言うとです

ね。これについては、個人が特定されない加工が行われれば、この情報については、売買

ができるというふうになっています。 

しかもですね、本人の同意がないままにそのことが行われるという可能性が出てきてい

るということです。 

だから私、そういう不安があるからね、法律そのものに不安があるから条例上そのこと

についてのしっかりした保護の規定はあるのかと。審査会から外れるということは大丈夫

かというふうに今お聞きをしたわけですけれども、条例上をこうなっていると、こういう

ふうにしたいというようなことのお答えはどうもなかったような感じがします。 

それで、続けてですね、ちょっとお聞きしたいのですが、法律上確かに特定個人情報の

提供については、あるいは利用については、法律の第１９条、２０条で規定があります。

法律の第１９条の１４号に、いろいろ制限がずっと書いてあって、こういうときは、この

保護から、保護というか利用してはならないという規定から外れるという内容で１４号に

ですね。 

その他これらに準ずるものとして、特定個人情報保護委員会規則で定めるところになっ

ているのですが、今回提案された条例にはね、その特定個人情報について、一般的な制限

条項はあるけれども、特にしっかり特定個人情報を保護するための審査会等、あるいは法

律上もあるように保護委員会等ですね、設けて、しっかりと保護するのだということにつ

いてはないのですね。そういう点で、条例上、特定個人情報をしっかり保護するという点

での考え方ですね。当局の考え方。それがなければいけないのではないかなというふうに
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私は思っているのですが、その点でのお考えをお聞きします。 

○議長（松政勝君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（浦山吉人君） 中村議員の質問にお答えいたします。 

年金機構のようなですね、漏えい事件があったということで、マイナンバーの漏えいに

関する安全措置という観点からの御質問というふうに受けとめておりますけれども、マイ

ナンバー制、制度あるいはシステムの両面からですね、さまざまな安全対策を講じるとい

うことになっております。 

制度のほうなのですけれども、今中村議員おっしゃられたように、マイナンバーの取り

扱いに関する監視、監督は第三者委員会である特定個人情報保護委員会が実施するという

ことになっております。 

これはおのおのの市町村の条例で定めるというものではなくてですね、国の機関として

の特定個人情報保護委員会が設定をされるということの中で、これまでも説明させていた

だきましたけども、中間管理サーバー等での取り扱い等、そういうことに関する全ての安

全管理措置に対する保護審査ということになっているものでございます。 

先ほど、制度、システムの両面からということで申し上げましたけれども、まず制度の

面からいきますと、例えばマイナンバーを用いた手続では厳格な本人確認の義務づけで

あったり、あるいはマイナンバー法の規定によるものを除いた特定個人情報の収集であっ

たり、保管であったり、特定個人情報のファイルの作成を行ったりすることを厳格に法律

では禁止をしているところでございます。 

そして、罰則を強化しているということで、今申し上げましたようなことに関する罰則

規定については、厳しくその条項を定められているということになっております。 

また、システムの面でございますけれども、個人情報は一元的に管理せずに行政機関ご

とに分散をして管理をする、あるいは行政機関が情報をやりとりする際には、マイナン

バーのほうを直接用いずに、暗号化した連携記符号を利用する、あるいはマイナンバーを

利用するシステムへアクセスできる人間を制限する、あるいはアクセス記録を管理すると

いうようなことがシステムの面でも制限をされているものでございます。 

今回、先ほど総務部次長のほうから申し上げました、個人情報保護条例にかかわる説明

の中で、市町村における特定個人保護情報委員会というような意味合いの形のもので特定

個人情報を制限するという、条例上の町の指定はないのかというような、御質問かという

ふうに想定をしているところでございますけれども、申し上げましたように、国で定めて

いる制度面、システム面での制限により、現時点ではこのような観点から制御をするとい

う仕組みになっておりますけれども、今後、法のほうが具体的に施行されていく中で、現

在いろいろな角度から協議をされているところでございますけれども、そのようなものを

踏まえながら、今後、想定をさせていただきたいなというふうに考えている次第でござい

ます。 

以上です。 

○議長（松政勝君） １３番中村議員。 

○１３番（中村忠士君） 今、るる説明があったのですけれども、条例上ですね、きちっ

とした歯どめをかけておかなければ、個人情報というのは本当に守っていくことができな

いのではないだろうかと。そういう観点で条例について、今、御質問をさせていただいた

のですけれども、明らかにこの個人情報保護法ができる、そして、その論議の中でです

ね、一つの目的としては、新たな産業の創出ということが挙げられ、成長戦略の一つとし
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て個人情報の利活用を促進するものだということが明らかになってきました。 

担当大臣もですね、ビッグデータの利用などが考えられると明言しているのですね。そ

ういうことから、個人情報の流出、一定の制限をすれば個人情報を流出というか、売買、

やりとりしてもよいという方向に一気に流れていくと。自治体の責任はどうなるのかとい

うことも私心配しますのでね、そういう点で、しっかりと特定個人情報についても保護す

るのだと。こういうふうに、これから条例が決まって、そのあといろいろな細かい規則が

決まっていく、法律もその手続がとられると思うので、その過程をやはり見ていきたいと

思いますけれども、基本的な考えとして、個人情報をしっかり保護していくという自治体

の責任があるだろうと、その点についてのお考えをですね、最後にちょっと聞きたいと思

います。 

○議長（松政勝君） 総務部長。 

○総務部長（竹中 仁君） お答えいたします。 

中村議員おっしゃられるとおりですね、この特定個人情報、個人情報をきちんと扱って

いくということは、各自治体における責務だというふうには考えております。 

今回の条例改正につきましては、今国でもですね、この番号利用法については、この施

行に向かってですね、いろいろとまだ議論がされている部分もございますし、ただ、この

１０月５日からですね、実際には番号通知が行われるということに関してですね、必要最

低限、この個人情報保護条例についても、必要な改正を、措置をとっておかなければなら

ないという部分につきまして、今回は条例改正をさせていただいているところでございま

す。 

いろいろ情報流出ですとか、先ほど総合政策課長からも説明をいたしましたが、各種セ

キュリティーの確保等についてですね、今、町といたしましてもるるその対策をですね

とっているところでございますし、また、今後この番号利用法が実施されていくに当たっ

てですね、必要な措置を講じる必要も、必要な措置をしなければならないということも起

きてくると思いますので、的確にですね、この実施状況を見ながら、町としてもきちんと

した対応をしてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（松政勝君） ほかにございませんか。 

質疑を終わりたいと思います。 

ここで１時まで会議を休憩いたします。 

午後 ０時００分 休憩 

────────────── 

午後 ０時５６分 再開 

○議長（松政勝君） 若干時間前でございますけれども、ただいまより始めたいと思い

ます。 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第６９号 

○議長（松政勝君） 続きまして、日程第１３ 議案第７７号別海町手数料条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

町民課長。 

○町民課長（三戸俊人君） 議案第７７号別海町手数料条例の一部を改正する条例の制定
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について内容を説明いたします。 

議案の９ページでございます。 

本案につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律が、平成２５年５月３１日に公布されたことに基づき、平成２７年１０月５日か

ら国民一人一人に個人番号が付番され、平成２８年１月１日から利用が開始されます。 

この法律に基づき、市区町村は個人番号を付番し、平成２７年１０月５日以降に交付す

る通知カードにより本人に通知することとされています。 

また、本人からの申請により、顔写真つきの個人番号カードを平成２８年１月１日以降

交付するものとされております。 

いずれのカードも初回の交付手数料及び経費については、国庫補助対象となっているこ

とから、住民の皆様の費用負担はありませんが、紛失等により再交付となる場合の交付手

数料経費については、国庫補助の対象とならないことが国から示されております。 

このことから、再交付に係る手数料について規定するため、別海町手数料条例の一部を

改正するものです。 

なお、カード等の原価等を考慮して、国から示されている再交付手数料相当経費は、通

知カードが５００円、個人番号カードが８００円であることから、同額を再交付の手数料

額として規定するものです。 

改正内容につきましては、議案資料により説明させていただきますので、議案資料の１

５ページ、１６ページをお開き願います。 

別海町手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。 

右側が改正前、左側が改正後で下線の部分が今回改正を行うところでございます。 

１５ページ上段の第１条の規定による改正については、別表中「２３項」として、「通

知カードの再交付手数料５００円」を追加するものでございます。 

下段の第２条の規定による改正については、改正前の「２０項」から「２２項」までの

住民基本台帳カードの項目について削除し、改正後「２０項」として「個人番号カードの

再交付手数料８００円」を追加するものでございます。 

附則といたしまして、「１項、施行期日」でございますが、「この条例中第１条の規定

は平成２７年１０月５日から、第２条の規定は平成２８年１月１日から施行する」という

ものでございます。 

「２項、経過措置」といたしまして、「第２条の規定の施行日前において同条の規定に

よる改正前の別海町手数料条例別表の第２０項から第２２項までの規定により徴収すべき

であった住民基本台帳カードの交付、再交付、または有効期限内の交付に係る手数料につ

いては、なお、従前の例による」とするものです。 

以上で、議案第７７号の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第７７号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議案第７８号 

○議長（松政勝君） 日程第１４ 議案第７８号別海町牧柵等管理施設の設置及び管理
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に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

農政課長。 

○農政課長（門脇芳則君） 議案第７８号、別海町牧柵等管理施設の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についての内容を説明いたします。 

議案書１１ページをお開きください。 

別海町牧柵等管理施設は矢臼別演習場における演習実施の家畜被害を防止することを目

的として、平成９年度から１３年度において、飛び出し防止牧柵及び一時的に囲うための

育成牛等一時管理施設を設置し管理してきております。 

今年度、国が行う移転措置事業により、本町の酪農家が移転することになり、この酪農

家が使用している育成牛一時管理施設は、その主たる利用目的を失うことになりました。 

本施設は防衛省の補助事業を活用して設置されたことから、所管である北海道防衛局と

協議した結果、移転に伴って実質的には施設の使用が見込まれないこと及び施設が耐用年

数を経過し、適当な転用策もないことから、本施設の用途を廃止し、財産処分を行うこと

になり、条例の一部改正を行うものでございます。 

改正の内容につきまして、本条例の別表は牧柵の設置及び育成牛等一時管理施設の設置

位置に分かれております。 

育成牛等一時管理施設の設置位置につきましては、さらに西春別地区、中西別地区、上

風連地区の三つに分かれております。 

今回の改正につきましては、育成牛等一時管理施設の設置位置、西春別地区の表、番号

「６項」の欄の設置箇所地番「西春別２９５番地」、設置数「１基」、施設規模面積「３

３３.００平方メートル」を削除し、空欄にするものでございます。 

なお、附則といたしまして、「この条例は、公布の日から施行する」というものでござ

います。 

以上、議案第７８号の説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第７８号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 議案第７９号 

○議長（松政勝君） 日程第１５ 議案第７９号北海道町村議会議員公務災害補償等組

合規約の変更についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

総務部次長。 

○総務部次長（佐藤 告君） 議案第７９号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

の変更についての内容説明をいたします。 

議案は１２ページ、議案資料は１７ページをお開きください。 

本議案は、本町が加入している北海道町村議会議員公務災害補償等組合の規約の一部変

更及び新たに加入する団体及び脱退する団体が生じたことに伴い、組合規約の一部変更に

ついて、地方自治法第２８６条第１項の規定により協議を求められましたので、同法第２
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９０条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

それでは、議案の朗読をもって説明いたします。 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和４３年５月１日地方第７２２号指令

許可）の一部を次のように変更する。 

第１条中「併せて、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第１１章の

規定に基づく町村議町村議会議員共済会に関する事務と相互調整をはかることによって、

本制度の健全なる運営をはかることを目的とする。」を削り、「議員及びその遺族の生活

の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」を加える。 

別表第１中「道央地区環境衛生組合」、「東十勝消防事務組合」、「西十勝消防組

合」、「南十勝消防事務組合」、「北十勝消防事務組合」及び「南渡島青少年指導セン

ター組合」を削り、「とかち広域消防事務組合」を加える。 

附則、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定によ

る総務大臣の許可の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定中、東十勝消防事務組

合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合を削る部分は、平成２８

年４月１日から施行する。 

以上で、議案第７９号の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第７９号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 議案第８０号 

○議長（松政勝君） 日程第１６ 議案第８０号北海道市町村総合事務組合規約の変更

についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

総務部次長。 

○総務部次長（佐藤 告君） 議案第８０号北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

ての内容説明をいたします。 

議案の１４ページをお開きください。なお、議案資料は２０ページになります。 

規約の変更部分の新旧対照表を掲載しております。 

本議案は、本町が加入している北海道市町村総合事務組合に、新たに加入する団体及び

脱退する団体が生じ、組合規約の一部変更について地方自治法第２８６条第１項の規定に

より協議を求められましたので、同法２９０条の規定により議会の議決を求めるもので

す。 

それでは議案の朗読は省略し、議案資料により説明いたします。 

右側が改正前、左側が改正後となります。 

改正箇所は、別表第１の組合を組織する地方公共団体のうち、石狩振興局から「道央地

区環境衛生組合」を削り、構成地方公共団体数を「（１６）」から「（１５）」に変更

し、渡島総合振興局から「南渡島青少年指導センター組合」を削り、構成地方公共団体数

を「（１７）」から「（１６）」に変更し、十勝総合振興局から「東十勝消防事務組
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合」、「北十勝消防事務組合」、「西十勝消防組合」及び「南十勝消防事務組合」を削

り、新たに「とかち広域消防事務組合」を加え、構成地方公共団体数を「（２８）」から

「（２５）」に変更するものです。 

また、別表第２では、共同処理する事務区分１から７の項の共同処理する団体から「東

十勝消防事務組合」、「西十勝消防組合」、「南十勝消防事務組合」、「北十勝消防事務

組合」及び「池北三町行政事務組合」を削り、「音更町」、「士幌町」、「上士幌町」、

「鹿追町」、「新得町」、「清水町」、「芽室町」、「中札内村」、「更別村」、「大樹

町」、「広尾町」、「幕別町」、「池田町」、「豊頃町」、「本別町」、「足寄町」、

「陸別町」、「浦幌町」を加えるものです。 

また、共同処理する事務区分９の項の共同処理する団体から、「道央地区環境衛生組

合」、「南渡島青少年指導センター組合」、「東十勝消防事務組合」、「北十勝消防事務

組合」、「西十勝消防組合」、「南十勝消防事務組合」を削り、「とかち広域消防事務組

合」を加えるものです。 

また、附則では、施行期日を定めるものです。 

以上で、議案第８０号の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第８０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１７ 議案第８１号 

○議長（松政勝君） 日程第１７ 議案第８１号北海道市町村職員退職手当組合規約の

変更についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

総務部次長。 

○総務部次長（佐藤 告君） 議案第８１号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついての内容説明をいたします。 

議案の１６ページをお開きください。 

なお、議案資料は２３ページになります。 

規約の変更部分の新旧対照表を掲載しております。 

本議案は、本町が加入しております北海道市町村職員退職手当組合の構成団体の増減によ

り組合規約の一部変更及び組合規約を縦書きから横書きに改めることによる規約表示上の

読みかえ規定について、地方自治法第２８６条第１項の規定により協議を求められました

ので、同法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものです。 

それでは、議案の朗読は省略し、議案資料により説明します。 

右側が改正前、左側が改正後となります。 

別表、「組合を組織する市町村名及び市町村の一部事務組合名」の表から、「一部事務組

合（石狩）」の項中からは、「道央地区環境衛生組合」、「（渡島）」の項中からは、

「南渡島青少年指導センター組合」、「（十勝）」の項からは、「西十勝消防組合」、

「北十勝消防事務組合」、「東十勝消防事務組合」及び「南十勝消防事務組合」を削除

し、新たに「ちかち広域消防事務組合」を加えるものです。 
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また、附則第１項では施行期日を定め、附則第２項では、変更後の規約を縦書きから横書

きとし、規約の表示上の読みかえ等の規定を設けるものです。 

以上で、議案第８１号の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第７３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１８ 議案第８２号 

○議長（松政勝君） 日程第１８ 議案第８２号町道の路線廃止についてを議題といた

します。 

内容について説明を求めます。 

管理課長。 

○管理課長（伊藤一成君） 議案第８２号町道の廃止についての内容説明いたします。 

議案の１８ページをお開きください。 

本案は、議案に記載しております３路線の町道を廃止するため、道路法第１０条第３項

の規定により議会の議決を求めるものであります。 

概要につきましては、議案資料により説明いたします。 

議案資料の２５ページをお開きください。 

既に認定している路線は７０８路線、総延長は１,１９２キロ８００.６８メートルで、

平成２６年度の道路改良工事等に伴う区域変更により、２２.６７メートル延長増となっ

ており、合計で１,１９２キロ８２３.３５メートルとなっています。 

今回の廃止する路線は３路線で２,８２６.０６メートルです。 

これにより認定町道は７０５路線、延長は１,１８９キロ９９７.２９メートルとなりま

す。 

次に、議案資料の２６ページに廃止する路線の詳細を記載しております。 

整理番号１６の奥行臼停車場線は、一般道道上風連奥行線から旧奥行臼駅までを連絡す

る道路でありますが、標津線廃止後、一般車両の通行がなくなったため廃止するものであ

ります。 

整理番号３６１並びに５２７の２路線につきましては、道営の北矢臼別地区一般農道整

備事業の実施に伴い、農道への変更が必要なため廃止するものであります。 

位置図を２７ページから２９ページに記載しておりますが、説明については省略させて

いただきます。 

以上で、議案第８２号の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第８２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１９ 議案第８３号 
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○議長（松政勝君） 日程第１９ 議案第８３号あらたに生じた土地の確認及び町の区

域変更（編入）についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

水産みどり課長。 

○水産みどり課長（干場富夫君） 議案第８３号あらたに生じた土地の確認及び町の区域

の変更について、内容を御説明いたします。 

議案の１９ページをお開きください。 

本件は、平成２５年第３回別海町議会定例会において、公有水面埋め立て出願に係る意

見の議決を経まして、北海道が実施しておりました床丹漁協の物揚げ場嵩上げに伴う公有

水面埋め立てが完了し、平成２７年７月８日付けで北海道知事から竣工認可の通知があり

ましたので、地方自治法第９条の５第１項の規定により、別海町の区域内にあらたに生じ

た土地を確認し、地方自治法第２６０条第１項の規定により、公有水面埋め立てにより生

じた土地を別海町の区域に編入して知事に届け出をするため、議会の議決を求めるもので

ございます。 

議案資料の３０ページをお開き願います。 

資料につきましては、床丹漁協の公有水面埋立区域図となっております。 

図面の中央が床丹漁協となっておりまして、上部が海岸の方向ということになっており

ます。埋め立て位置につきましては、図面中央、床丹漁協の左岸及び右岸を縦長に朱線で

囲った区域というふうになっております。 

それでは、議案に戻りまして、本文を朗読させていただきます。 

あらたに生じた土地の確認及び町の区域の変更（編入）について。 

地方自治法第９条の５第１項の規定により、公有水面の埋立てによって、別海町の区域

内にあらたに生じた次の土地を確認し、同法第２６０条第１項の規定により、当該土地を

町の区域に次のとおり編入するものとする。 

１、所在、野付郡別海町床丹９番９５、１０番１５、１０番１６、１０番１７、１０番

４６及び１０番５４地先の公有水面埋立地。 

２、地籍、９３.６１平方メートル。 

３、編入する区域、野付郡別海町床丹。 

以上で、議案第８３号の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第８３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２０ 議案第８４号 

○議長（松政勝君） 日程第２０ 議案第８４号工事請負契約の締結について（西春

別・上西春別小学校講堂天井耐震改修建築主体工事）を議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

財政課長。 

○財政課長（阿部美幸君） 議案第８４号の内容説明をいたします。 

議案の２０ページをお開きください。 
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本案は、工事請負契約の締結に当たり、予定価格が５,０００万円を超えるため、地方

自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

最初に議案本文を朗読いたします。 

１、契約の目的、西春別・上西春別小学校講堂天井耐震改修建築主体工事。 

２、契約の方法、簡易公募型指名競争入札による契約。 

３、契約金額、６,１９７万４００円（内消費税及び地方消費税額４５９万４００

円）。 

４、契約の相手方、野付郡別海町西春別駅前西町４６番地、みどり建工株式会社、代表

取締役庄司豊。 

次に、本案提出に至るまでの入札等の経過について御説明いたします。 

公募期間は７月３日から７月２４日までの休日を除く１５日間、応募者数は６者で資格

審査の結果、全ての応募者が資格ありと認められました。 

入札の執行は８月２４日。島影建設株式会社、株式会社佐々木建設工業、株式会社岡田

工務店、みどり建工株式会社、株式会社三共工務店、近藤建設株式会社の６者による指名

競争入札を行い、１回目の入札で落札いたしました。 

消費税及び地方消費税を除く最高入札価格は５,７７３万円、最低入札価格は５,７３８

万円で、最低入札者であります本案のみどり建工株式会社と現在仮契約中であります。 

なお、工期は、本契約日の翌日から翌年３月１０日までを予定しております。 

工事の内容につきましては、議案資料で御説明いたします。 

議案資料の３１ページをお開きください。 

３４ページまでが本案工事の資料となります。 

工事の場所は、西春別小学校が別海町西春別宮園町５０番地、上西別小学校が別海町西

春別駅前西町２番地。 

３２ページに案内図を掲載しております。 

工事概要ですが、工事名は、西春別・上西春別小学校講堂天井耐震改修建築主体工事。 

構造は、両校とも鉄筋コンクリート造り、平屋建て、延べ床面積は、西春別小学校７７

９.２５平方メートル、上西別小学校１,０３６.２５平方メートル。 

耐震改修内容は、両校とも既設天井のグラスウールシステム天井と吊ボルトを撤去し、

新たにグラスウールボード、吸音板を直張りするものです。 

その他、バスケットゴール、スピーカー等の取りつけ部を補強し、水銀灯照明をＬＥＤ

照明直付けにするものです。 

また、内部ガラスの飛散防止フィルムを張る予定です。 

３３ページと３４ページには、両校の講堂天井の改修前と改修後の天井伏図を掲載して

います。いずれも資料図の詳細については説明を省略させていただきます。 

以上で、議案第８４号の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第８４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２１ 議案第８５号 
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○議長（松政勝君） 日程第２１ 議案第８５号平成２６年度別海町水道事業会計利益

の処分についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

上下水道課長。 

○上下水道課長（小島 実君） 議案第８５号平成２６年度別海町水道事業会計利益の処

分についての内容を説明いたします。 

議案の２１ページをお開きください。 

本件につきましては、平成２６年度別海町水道事業会計未処分利益剰余金８億２,８８

８万１,３９７円のうち４億７,３４４万３,５６２円を自己資本金に組み入れることにつ

いて、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求めるものでございま

す。 

総務省は、地方公営企業の経営の自由度を高めるなどの観点から、地方公営企業におけ

る資本制度を見直すこととし、平成２４年に地方公営企業法の一部を改正し、法定積立金

である減債積立金と利益積立金の積立義務を廃止し、条例に定めるところにより、または

議会の議決を経て、利益及び資本剰余金を処分できることとし、本町においても平成２６

年３月に別海町水道事業及び町立別海病院事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条

例の一部を改正し、事業年度における利益及び資本剰余金を処分できることとしていま

す。 

また、それとあわせ地方公営企業の会計基準の見直しも行われ、補助金負担金等により

取得した固定資産の償却制度で任意適用が認められていた、みなし償却制度が廃止されま

した。 

みなし償却制度とは、償却資産価格から補助金や負担金等を控除した価格をもって減価

償却を行うことですが、貸借対照表では、補助金の充当部分は減価償却されないため、資

産価値の実態を適切に表示できないことから、国も制度改正に踏み切ったものです。 

みなし償却制度は任意の適用となっており、本町では、郊外地にある１,６７５件、財

源金額約１３１億円分、財源比で約９４％の建物、構築物、機械器具などの資産をみなし

償却資産とし、それ以外で、主に市街地の資産は、非みなし償却資産としています。 

みなし償却資産につきましては、平成２４年度に改正された総務省令に基づき、償却資

産に係る補助金等の資本剰余金を貸借対照表で長期前受金に振りかえた上で、期間の計画

に対応して減価すべき額を減額し、償却資産からも同額を減額する処理をすることになっ

ており、本町も総務省令に従い処理を行っております。 

また、非みなし償却資産につきましても改正された総務省令により、資本剰余金を長期

前受金に振りかえた上で、期間の倹約化に対応して、減価すべき額を長期前受金収益化累

計額に計上し、利益剰余金を振りかえるとしており、総務省令に従い処理を行っていると

ころでございます。 

未処分利益剰余金のうち、差額の３億５,５４３万７,８３５円は平成２６年度分の利益

剰余金ですので、別海町水道事業及び町立別海病院事業の利益及び資本剰余金の処分等に

関する条例に基づいて減債積立金などに振りかえることとしておりますが、事業年度より

過去の未処分利益剰余金、本議案の４億７,３４４万３,５６２円を自己資本金に組み入れ

ることは、条例では対応できないことから、議会の議決を求めるものでございます。 

なお、この剰余金は資産の償却に伴うもので、現金でないことを申し添えます。 

以上で、議案第８５号の内容説明を終わります。 
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○議長（松政勝君） 議案第８５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２２ 認定第１号から日程第２９ 認定第８号 

○議長（松政勝君） 日程第２２ 認定第１号平成２６年度別海町一般会計歳入歳出決

算認定について、日程第２３ 認定第２号平成２６年度別海町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について、日程第２４ 認定第３号平成２６年度別海町下水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第２５ 認定第４号平成２６年度別海町介護サービス事

業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２６ 認定第５号平成２６年度別海町介護

保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２７ 認定第６号平成２６年度別海町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２８ 認定第７号平成２６年度

町立別海病院事業会計決算認定について、日程第２９ 認定第８号平成２６年度別海町水

道事業会計決算認定についての８件については、一括議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

なお、この決算認定については特別委員会を設置し、綿密な審議をいたしたいと考えて

おりますので、内容については要点にとどめて説明願います。 

副町長。 

○副町長（佐藤次春君） 認定第１号から認定第８号までの平成２６年度別海町各会計決

算についてですが、決算額等の要点をもって説明とさせていただきます。 

最初に、認定第１号一般会計歳入歳出決算についてでございます。 

別冊の平成２６年度別海町各会計決算書の３ページをお開きください。 

３ページ、歳入ですが、歳入の合計で、収入済額で申し上げます。１６４億４９１万

６,４６１円です。 

次に７ページです。 

歳出です。支出済み額の欄で申し上げます。１６２億７,１１８万４,７５６円。 

次に８ページです。 

歳入歳出差引残額は１億３,３７３万１,７０５円で、うち基金繰入額が４,０００万円

となっています。 

次の事項別明細書につきましては省略をさせていただきます。 

２１２ページをお開きください。 

２１２ページは実質収支に関する調書ですが、単位は１,０００円で表示しておりま

す。 

歳入総額１６４億４９１万６,０００円。歳出総額１６２億７,１１８万５,０００円。

差引額は１億３,３７３万１,０００円。翌年度へ繰り越すべき財源の繰越明許費繰越額

５,８９１万８,０００円。実質収支額は７,４８１万３,０００円。実質収支額のうち、基

金繰入額は４,０００万円ということでございます。 

次に、認定第２号の国民健康保険特別会計ですが、２１４ページをお開きください。 

２１４ページの歳入の合計です。 

収入済額ですが、２５億２,３９２万４,５２４円。 
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次に、２１６ページです。 

歳出ですが、支出済額は２５億１,９４５万１,８８５円で、次のページの歳入歳出差引

残額は４４７万２,６３９円となっています。 

次に、２３５ページをお開きください。 

２３５ページ、実質収支に関する調書です。 

歳入総額２５億２,３９２万４,０００円。歳出総額２５億１,９４５万２,０００円。差

引額は４４７万２,０００円。実質収支額も同額の４４７万２,０００円でございます。 

次に、認定第３号の下水道事業特別会計です。 

２３７ページをお開きください。 

歳入の収入済額は６億３,３２６万７,６８４円です。 

次に、２３９ページです。 

歳出の支出済額は６億３,３２２万６,２４５円です。 

次のページ、２４０ページの歳入歳出差引残額は４万１,４３９円となっています。 

次に、２５４ページをお開きください。 

２５４ページは、実質収支に関する調書です。 

歳入総額６億３,３２６万７,０００円。歳出総額６億３,３２２万６,０００円。差引額

は４万１,０００円。実質収支額につきましても同額の４万１,０００円でございます。 

次に、認定第４号介護サービス事業特別会計です。 

２５５ページをお開きください。 

歳入の収入済額は４億７,３１６万１,６２８円です。 

次に、２５７ページです。 

歳出の支出済額は４億７,２９６万１,４４９円です。 

次のページ、２５８ページの歳入歳出差引残額は２０万１７９円となっています。 

次に、２６８ページをお開きください。 

２６８ページ、実質収支に関する調書です。 

歳入総額４億７,３１６万１,０００円。歳出総額４億７,２９６万１,０００円。差し引

き２０万円。実質収支額につきましても同様の２０万円でございます。 

次に、認定第５号介護保険特別会計です。 

２７０ページをお開きください。 

歳入の収入済額は９億１,１３９万９,４７７円です。 

次に、２７１ページです。 

歳出の支出済額は８億８,９６０万２,３７５円。 

次のページ、２７２ページの歳入歳出差引残額は２,１７９万７,１０２円となっていま

す。 

次に、２８４ページをお開きください。 

２８４ページは実質収支に関する調書です。 

歳入総額９億１,１３９万９,０００円。歳出総額８億８,９６０万２,０００円。差引額

は、２,１７９万７,０００円です。実質収支額についても、２,１７９万７,０００円でご

ざいます。 

次に、認定第６号後期高齢者医療特別会計です。 

２８５ページをお開きください。 

歳入の収入済額は１億３,９８７万４６０円です。 
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次に、２８７ページです。 

歳出の支出済額は１億３,９７４万６,０６０円で、次のページ、２８８ページの歳入歳出

差引残額は１２万４,４００円となっています。 

次に２９３ページをお開きください。 

２９３ページ、実質収支に関する調書です。 

歳入総額は１億３,９８７万円。歳出総額１億３,９７４万６,０００円。差引額は１２

万４,０００円で、実質収支額につきましても同額の１２万４,０００でございます。 

次に、財産に関する調書です。 

２９５ページです。 

最初に１の公有財産ですが、決算年度末現在高で申し上げます。 

（１）の土地及び建物、土地の地積で、合計欄で９,２１５万８３６平方メートルでご

ざいます。 

次に、横に行きまして、建物の延べ面積は、合計欄の決算年度末現在高です。 

２３万８,５５８平方メートルとなっています。 

次のページへ移っていただきまして、２９６ページ、（２）山林です。 

面積では、６,５７３万７,３８９平方メートルです。立木の推定蓄積量は６７万９７７

立方メートルでございます。 

次に（３）有価証券ですが、合計欄で１億６,７２７万円です。 

（４）出資による権利ですが、合計欄で９億６,８６３万１,０００円です。 

右のほうになりますが、２の物品です。 

小型乗用自動車からのトラクターまでで、１５９台の保有となっております。 

次に、３の債権ですが、奨学資金貸付金など年度末現在高は９,７６１万９,０００円と

なっています。 

次のページの４基金ですが、別海町財政調整基金ほか、次のページまであります。 

次のページまで、全部で２４の基金の状況についてです。 

年度末現在高の合計では４７億５,７１９万７,０００円となっております。 

次に、２９９ページは運用基金の状況についての再計であります。 

運用基金につきましては、直接基金会計において支出ができるものですが、本年度現在

高は現金、または預金で表示されております。 

早坂善也奨学基金は２４１万２,０００円。 

別海町土地開発基金では１億７,５８４万２,０００円となっております。 

次に、公営企業会計の決算について説明いたします。 

別冊の平成２６年度別海町公営企業会計決算書の１ページをお開きください。 

認定第７号の町立別海病院事業決算についてでございます。 

最初に収益的収入及び支出の収入です。病院事業収益の決算額は２０億８,９５６万５,

５３９円です。次に支出ですが、病院事業費用決算額の欄で２１億３,９４１万７,７６５

円となっております。 

次に、２ページです。 

資本的収入及び支出の収入ですが、資本的収入の決算額は１億１,５８７万５,０００円

です。次に、支出では、資本的支出決算額で１億６,９７５万４,９５２円となっておりま

す。 

財務諸表以下につきましては省略をさせていただきますが、当年度純損失は２,０６２
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万４,４９３円ということになっております。 

次に、認定第８号の水道事業会計決算についてでございます。 

１９ページをお開きください。 

収益的収入及び支出の収入からです。水道事業収益の決算額は９億９,６６２万７,４４８

円です。支出では、水道事業費用の決算額で７億５,７９０万８,９６９円となっていま

す。 

次に、２０ページです。 

資本的収入及び支出です。まず収入の資本的収入は、決算額で７５７万１,２４０円で

す。次に、支出の資本的支出では、決算額は４億２,２６１万９,６７５円となっていま

す。 

なお、財務諸表以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

なお、当該年度純利益は２億１,８１８万５,６９４円となっているものでございます。 

以上、認定第１号から認定第８号までの各会計決算の要点について説明をさせていただ

きました。 

なお、本件認定には、監査委員の決算審査意見書を付けておりますので申し添えます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 認定第１号から認定第８号までの平成２６年度別海町各会計決算

認定８件についての内容説明が終わりましたので、これから一括質疑を行います。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

この審査につきましては、７人で構成する平成２６年度別海町各会計決算審査特別委員

会を設置し、これに付託して審査することにいたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、この審査は、７人で構成する平成２６年度別海町各会計決算審査特別委員

会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

ここでお諮りをいたします。 

ただいま設置いたしました平成２６年度別海町各会計決算審査特別委員会の委員の選任

につきましては、委員会条例第７条第３項及び第４項の規定により、議長において指名い

たします。 

１番小椋議員、２番外山議員、５番松壽議員、７番今西議員、１１番瀧川議員、１４番

渡邊議員、１５番佐藤議員の７名を指名いたします。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名いたしました７名の議員を平成２６年度別海町各会計決算審

査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。 

次に、委員会条例第８条第２項の規定により、委員長及び副委員長の互選をお願いいた

します。 

ここで正副委員長互選のため、１５分間休憩いたします。 
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なお、本特別委員会を直ちに委員会室１でお開きください。 

午後 ２時０２分 休憩 

────────────── 

午後 ２時１５分 再開 

○議長（松政勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

平成２６年度別海町各会計決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選が行われ、

その結果が参りましたので報告いたします。 

委員長に松壽委員、副委員長に今西委員、以上のとおり互選されました。 

ここでお諮りします。 

平成２６年度別海町各会計決算審査特別委員会の審査期間は、平成２７年９月９日から

次期定例会までといたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、審査期間を平成２７年９月９日から次期定例会までとすることに決定いた

しました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第３０ 報告第５号 

○議長（松政勝君） 次に、日程第３０ 報告第５号専決処分の報告について、工事請

負契約の一部変更を議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

なお、本件は報告のみであります。 

財政課長。 

○財政課長（阿部美幸君） 報告第５号の内容を説明いたします。 

議案書の３１ページをお開き願います。 

報告第５号の専決処分の報告について。 

本件は、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された工

事請負契約に変更の必要性が生じ、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告するものです。 

専決処分書を朗読いたします。 

専決処分書。 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

平成２７年８月２０日、別海町長水沼猛。 

工事請負契約の一部変更について。 

平成２７年６月２６日議案第５５号により議決を経て締結した、北光進地区農道改良舗

装工事請負契約の一部を次のように変更する。 

契約金額「５,７５６万４,０００円（内消費税及び地方消費税額４２６万４,０００

円）」を、「５,６０６万２,８００円（内消費税及び地方消費税額４１５万２,８００

円）」に改める。 

変更の内容につきましては、草地への取りつけ道路について新たな地権者が草地の使用

形態を変更することに伴い、取りつけ道路の形状変更及び不要となる取りつけ道路が生じ

たことから、１５０万１,２００円減額となったものです。 
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以上で、報告第５号の内容説明を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第３１ 報告第６号 

○議長（松政勝君） 日程第３１ 報告第６号平成２６年度決算に基づく別海町健全化

判断比率及び資金不足比率についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

なお、本件は、報告のみであります。 

財政課長。 

○財政課長（阿部美幸君） 報告第６号の内容説明をいたします。 

議案の３２ページをお開きください。 

報告第６号平成２６年度決算に基づく別海町健全化判断比率及び資金不足比率につい

て。 

本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律において、毎年度、健

全化判断比率を、公営企業においては資金不足比率を、その算定の基礎となる事項を記載

した書類とともに監査委員の審査に付し、その意見をつけて、当該各比率を議会に報告

し、かつ公表をしなければならないと規定されており、ここに報告するものです。 

なお、監査委員の意見につきましては、平成２６年度財政健全化審査及び経営健全化審

査意見書を別冊で配付させていただいております。 

また、本日、議会への報告とあわせて、町のホームページ上でも公表。広報紙べつかい

には決算状況とあわせて公表予定であることを申し添えます。 

それでは、各比率の状況について御説明いたします。 

下の表をごらんください。 

健全化判断比率には、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率の四つの指標があります。 

一つ目の実質赤字比率は、一般会計の実質的な赤字が標準財政規模に占める比率をあら

わし、財政運営の深刻度を示すもので、この比率が生じた場合には、赤字の早期解消を図

る必要があります。 

平成２６年度の一般会計の決算は黒字となったことから、赤字比率は生じていません。 

二つ目の連結実質赤字比率も、公営企業会計を含む全ての会計を合算し、赤字の程度を

示すものですが、町の全ての会計で黒字決算となったことから、こちらも赤字比率は生じ

ていません。 

三つ目の実質公債費比率は、地方債元利償還金などの債務が標準財政規模に占める比率

をあらわし、債務の財政負担の大きさや資金繰りの危険度を示すもので、過去３カ年の平

均比率となります。 

平成２６年度の比率は１２.３％となり、地方債の発行が制限されている早期健全化基

準の２５％や財政再生計画を義務づけられる財政再生基準の３５％は下回っております。

前年度からは０.７ポイント改善しております。 

四つ目の将来負担比率は、地方債元利償還金や債務負担行為の将来負担すべき実質的な

債務が標準財政規模に占める比率をあらわし、債務の負担が将来、財政を圧迫する可能性

が高いかどうかを示すものです。 

平成２６年度の比率は５７.６％で、こちらも早期健全化基準である３５０％を下回っ

ております。前年度からは１.９ポイント改善しています。 
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次に、その下の表で、資金不足比率です。 

資金不足比率は、公営企業の経営状況を示す指標で、公営企業の資金不足額が事業規模

に占める比率を表します。 

当町では、下水道事業特別会計、町立別海病院事業会計、別海町水道事業会計の公表と

なりますが、平成２６年度は三つの会計全てにおいて資金不足額がなかったことから、資

金不足比率は生じておりません。 

以上で、報告第６号の内容説明を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第３２ 報告第７号 

○議長（松政勝君） 日程第３２ 報告第７号平成２６年度別海町下水道事業特別会計

継続費精算報告についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

なお、本件は報告のみであります。 

上下水道課長。 

○上下水道課長（小島 実君） 報告第７号平成２６年度別海町下水道事業特別会計継続

費精算報告書についての内容を説明いたします。 

議案の３３ページをお開きください。 

本件につきましては、平成２５年度別海町下水道事業特別会計で設定した特定環境保全

公共下水道事業、別海終末処理場機械電気設備改築更新工事の継続費について、平成２６

年度で継続年度が終了したため精算報告書を調製したので、地方自治法施行令第１４５条

第２項の規定により議会に報告するものでございます。 

３４ページ、こちらが平成２６年度別海町下水道事業特別会計継続費精算報告書となり

ます。 

款１下水道施設費、項１下水道施設費、事業名、特定環境保全公共下水道事業は、５年

間の継続事業で、全体計画合計は１億１,２００万円で、平成２５年度年割額が３,４００

万円、平成２６年度年割額が７,８００万円の計画に対し、実績は平成２５年度が３,４０

０万円、平成２６年度が７,８００万円、実績合計で１億１,２００万円となりました。 

実績合計の財源内訳は、国庫支出金が６,１６０万円、地方債が４,７４０万円、その他

の財源が３００万円となっております。 

それぞれの年度の財源内訳は、平成２６年度の地方債で３０万円の減額、その他の財源

で３０万円の増額となりましたが、その他は報告書記載のとおりであり、事業も予定どお

り継続年度を終了したところであります。 

以上で、報告第７号の内容説明を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（松政勝君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれで散会します。 

なお、明日は一般質問を午前１０時から開きますので、御参集願います。 

どうも御苦労さまでした。 

散会 午後 ２時２８分   
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 上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したもので

ある。 
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